
 日本国環境省とウズベキスタン共和国国家エコロジー気候変動委員会との間の 

環境保護分野における協力覚書 

（仮訳） 

 

 日本国環境省とウズベキスタン共和国国家エコロジー気候変動委員会（以下、個別

には「当事者」、両者を合わせて「両当事者」と言う）は、 

 環境問題の地球規模的な性質を考慮し、環境の保全と改善のための共通の責任を認

識して、 

 環境保護の分野での協力拡大に努力し、現在と未来の世代のために環境を保護し改

善する重要性を認識して、 

 国際的な環境協力の分野で得た経験を考慮して、 

 両当事者が参加している国際的な環境に関する条約の規定に基づき、 

 以下の認識に到達した： 

第１項 
目的 

 

 両当事者は、平等と互恵に基づき、持続可能な開発の目標と原則を指針として、各

国の国内法規と両国において適用される国際条約に従い、環境保護の分野で協力する。 

第 2項 
協力分野 

 

 本覚書の下での協力は、以下の分野において行う。： 

 
- 気候変動 

- 大気汚染 

- 水質汚濁 

- 廃棄物管理 

 

 この協力は、両当事者の決定した他の分野でも実行することができる。 

第 3項 

協力の実施 
 

 本覚書の下での協力は、以下を含む形式をとり得る。： 

- 会合、会議、シンポジウム、ワークショップ等を通じた能力構築 
- 政府職員又は専門家間の情報交換 
 

 この協力は、両当事者の決定した他の形式でも実行することができる。 

 

 



第 4項 

修正 
 

 本覚書は、両当事者の同意により、いつでも修正することが可能であり、修正箇所

は、本覚書の不可分の一部となる。 

第 5項 
相違の解決 

 
 本覚書の項目の解釈や適用について相違が発生した場合には、両当事者は、交渉や

協議を通じて解決する。 

第 6項 
開始日・期間・終了・その他の事項 

 
 本覚書の下での協力は、署名の日に開始する。 

 
 この協力は、3年間継続し、いずれかの当事者が終了より少なくとも 90日前に不更

新の書面通知を提出した場合を除き、自動的に更に 2 年間更新され、計 5 年間まで継

続する。 

 

この協力は、いずれかの当事者が終了を意図する日よりも少なくとも 6 か月前に書

面通知を提出することよりいつでも終了することができる。 

 

 この協力の終了は、両当事者が別途決定した場合を除き、進行中のプロジェクト又

は活動が完了するまで、当該プロジェクトまたは活動の期間に影響を与えない。 

 

 本覚書は、国際法上の法的な権利や義務に影響を与えない。 

  
 本覚書の下での協力は、自発的な相互の資源に依拠するものである。本覚書は、両

当事者に対して、財政的又は法的義務を負わせるものではない。 

 
 2026 年 3 月 11 日に、英語による原本 2 通に署名した。 
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